
鹿屋市低所得者支援給付金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市低所得者支援給付金支給事業実施要綱（令和６年鹿屋市告示第286号）の

一部を次のように改正する。 

第１条を次のように改める。 

（目的） 

第１条 この要綱は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策にお

ける物価高への支援として、特に物価高の影響を受ける低所得者に対し、給付金

を支給する鹿屋市低所得者支援給付金事業を実施することを目的とする。 

第２条第２号中「デフレ完全脱却のための」を「国民の安心・安全と持続的な成

長に向けた」に、「令和５年11月２日閣議決定」を「令和６年11月22日閣議決定」

に改める。 

第３条第１項中「令和６年６月３日」を「令和６年12月13日」に、「次の各号の

いずれかに該当する」を「同一の世帯に属する者全員が、地方税法（昭和25年法律

第226号）の規定による令和６年度分の市町村民税（同法の規定による特別区民税

を含む。以下同じ。）均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税均等割を免除された者である」に改め、同項各号を削り、同

条第２項中「第１項第１号又は第２号と」を削り、同条第３項中第２号を削り、第

３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

第４条第１項中「10万円」を「３万円」に改め、同条第２項中「５万円」を「２

万円」に改める。 

第６条第１項及び第２項を次のように改める。 

 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、低所得者支

援給付金（非課税世帯）支給要件確認書（別記第１号様式）若しくは低所得者支

援給付金（非課税世帯・こども加算）支給要件確認書（別記第２号様式）（以下

これらを「確認書」という。）又は低所得世帯支援給付金申請書（請求書）（別

記第３号様式）若しくは低所得世帯支援給付金申請書（請求書）（現金給付申請

用）（別記第４号様式）（以下これらを「申請書」という。）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 支給対象者のうち、令和６年12月14日以後に出生した児童がいる世帯の世帯主

は、低所得世帯支援給付金申請書（請求書）新生児等用（別記第５号様式）（以



下「新生児用申請書」という。）を、支給対象者が属する世帯と別世帯であるが

生計同一関係にある児童がいる世帯の世帯主は、別居監護申立書（別記第６号様

式）を、前項に定める確認書又は申請書に加え、市に提出しなければならない。 

 第６条第３項第４号及び第５号中「確認書等」を「低所得世帯支援給付金申請書

（請求書）（現金給付申請用）（別記第４号様式）」に改める。 

第７条見出し中「申請」を「受給」に改め、同条第１項中「前条第２項の確認書

の提出又は支給の申請を行うことができる」を「給付金を受給することができる」

に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 申請者は、代理人の口座に振込みを希望するときは、確認書等（低所得世帯支

援給付金申請書（請求書）（現金給付申請用）（別記第４号様式）を除く。）の

委任欄に必要な事項を記載しなければならない。この場合において、市は、公的

身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該代理人の本人確

認を行う。 

第８条第２項中「令和６年10月31日」を「令和７年７月31日」に改める。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（確認書の提出が不要な支給対象者） 

第９条の２ 市長は、前４条の規定にかかわらず、令和６年度に市が実施した鹿屋

市低所得者支援給付金事業の受給口座（以下「受取口座」という。）に関する情

報を取得できた者であって、第３条に掲げる支給要件を満たすものに対し、「鹿

屋市低所得者支援給付金」の支給のお知らせ（別記第７号様式）又は「鹿屋市低

所得者支援給付金」の支給のお知らせ（非課税世帯・こども加算）（別記第８号

様式）（以下これらを「支給のお知らせ」という。）を送付することにより、支

給対象者が給付金の支給の申込みをしたものとみなす。 

２ 支給のお知らせを受けた者は、市長が別に定める日までに、給付金の受給の辞

退又は受取口座の変更を申し出ることができる。 

３ 市長は、前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、第１項に定める支

給対象者に対し、給付金を支給する。この場合において、給付金の支給は、受取

口座に振り込む方式により行う。 

第11条第１項中「期限」の次に「又は市長が別に定める期限」を加え、同条第２

項中「申請書」を「確認書等」に改め、同項の次に次の１項を加える。 



３ 第９条の２の規定については、前２項の規定は適用しない。 

附則第２項中「令和７年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

別記第１号様式から別記第７号様式までを次のように改める。 



別記 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



第７号様式（第９条の２関係） 

 

鹿屋市長        

( 福祉政策課扱い )   
 

 

 

 

 

 

 

「鹿屋市低所得者支援給付金」の支給のお知らせ  
  

 物価の高騰が続く中、特に物価高の影響を受ける住民税均等割が非課税である世帯に対する支援とし

て、１世帯あたり３万円を支給します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●支給対象 
世帯主氏名 世帯主住所 

  

 

●支給額 

  １世帯あたり３万円 
 

●振込口座 
 

金融機関名・支店名 

口座種別・口座番号 

口座名義 

 

※記載の口座は、令和６年７月から11月までに鹿屋市低所得者支援給付金（10万円）を受給した 

口座情報です。 

※個人情報の保護のため、口座番号の一部を＊で隠しています。 

 

●振込時期   

令和７年 １月 3１日（金） 予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として、お手続きは不要です。 
 

下記の振込口座に直接振り込みます。 必ず裏面の注意事項をお読みください。 

申出が必要な場合があります！ 

必ず裏面をご確認ください。 



 

 

 



別記第７号様式の次に次の１様式を加える



第８号様式（第９条の２関係） 

 

鹿屋市長        

( 福祉政策課扱い )   
 

 

「鹿屋市低所得者支援給付金（非課税・こども加算）」の支給のお知らせ  
  

 物価高騰が続く中、特に物価高の影響を受ける住民税均等割が非課税である世帯に対する支援とし

て、１世帯あたり３万円を支給します。また 18歳以下の児童（平成 18年４月２日生まれ以降）を養育

している世帯には、児童１人あたり２万円を加算して支給します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

●支給対象世帯・対象の児童 
世帯主氏名 世帯主住所 

  

対象の児童 

人数 氏名 生年月日 人数 氏名 生年月日 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

●支給額 

  １世帯あたり３万円 児童１人あたり２万円 
 

●振込口座 

金融機関名・支店名 

口座種別・口座番号 

口座名義 
 

※記載の口座は、令和６年７月から11月までに鹿屋市低所得者支援給付金（10万円）を受給した 

 口座情報です。 

※個人情報の保護のため、口座番号の一部を＊で隠しています。 
 

●振込時期   

令和７年 １月 3１日（金） 予定 

原則として、お手続きは不要です。 
 

下記の振込口座に直接振り込みます。 必ず裏面の注意事項をお読みください。 

申出が必要な場合があります！ 

必ず裏面をご確認ください。 

➀令和６年12月13日時点で、対象の児童を養育していない場合 

②対象の児童が、児童養護施設等に入所している場合 

➂令和６年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合 

④別居している子どもを養育している場合 

次の場合は 

申出が 

必要 

給付金受付 

センターへ 

ご連絡ください 





附 則 

１ この要綱は、令和７年１月６日から施行する。 

２ 改正後の鹿屋市低所得者支援給付金支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後の給付金から適用する。 


